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はじめに 

 

原爆ドーム及び平和記念公園周辺における良好な景観形成に努めることは、原爆ドーム及

び平和記念公園の役割をより確かなものとし、平和のメッセージを全世界に発信していくた

めの重要課題である。 

 

本通３丁目地区市街地再開発事業の計画地は、中近世以来の商業地に由来する本市随一の

商業・業務地区の一等地にあり、そこに建設される高層建築物は、完成後は市域を代表する

ランドマークの一つとなるものと考えられるとともに、原爆ドーム及び平和記念公園に隣接

している地域内にあることから、平和記念公園を始めとする主要な眺望点からの眺望との関

係を整理しておくことも必要になる。 

 

広島市景観審議会（以下「審議会」という。）は、令和５年１２月２５日に広島市長から、

本通３丁目地区市街地再開発事業環境影響評価準備書の段階で示される計画に関して、景観

形成の観点から求めることについて、諮問された。 

 

審議会では、「眺望景観検討部会」を設置し、部会において、各種計画及び基準等の確認を

した上で、眺望点（視点場）の設定や、形態及び色彩等について専門的かつ具体的な調査・

検討を行うこととしている。 

 

この度、環境影響評価準備書の作成に先立ち、同準備書（案）（令和６年２月時点）の提供

を受け、同準備書（案）の段階で示される計画に関して調査・検討を行い、次のとおり取り

まとめたことから、これを審議会に報告する。 

 

 

 

 

令和６年 ３月１４日        

広島市景観審議会 眺望景観検討部会 

部会長 角倉 英明         
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１ 検討趣旨 

 

 ⑴ 原爆ドーム及び平和記念公園の役割 

   世界遺産である「原爆ドーム」は、被爆の惨禍を伝える歴史の証人として、平和のメ

ッセージを後世に伝える重要な役割を担っており、「原爆ドーム」を含む「平和記念公園」

は、原爆犠牲者を慰霊し、鎮魂する場であるとともに、核兵器廃絶と世界恒久平和を祈

念する場、被爆の惨禍を後世に伝える場、平和を学び・考え・語り合う場、人々が集い、

憩う場としての役割を有している。 

   こうした役割を有している「原爆ドーム」及び「平和記念公園」の周辺における景観

形成のあり方は、広島市が平和のメッセージを全世界に発信し続けていくための重要課

題である。 

 

 ⑵ 広島市景観計画における景観誘導 

   原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区については、景観に関する基本的な方針や、形

態、色彩の具体的な基準を定めている広島市景観計画において、平和記念資料館本館下

から原爆死没者慰霊碑越しに原爆ドームを望む「南北軸線上の眺望景観」を形成するこ

とを中心に据えた上で、原爆ドームの背景に建築物等の眺望景観を阻害するものが何も

見えないような環境を「目指すべき姿」として、特に厳しい基準が設けられている。 

   令和４年１月４日からは、その実現のために、実効性の高い景観誘導の枠組み（景観

計画及び高度地区による高さ制限等）を構築し、運用が開始されている。 

 

 ⑶ 景観形成の観点から求めることについて調査・検討する意義 

   原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区のうち元安川左岸側は、中四国地方の中枢都市

として都市機能の集積強化を図るために、国から都市再生緊急整備地域や特定都市再生

緊急整備地域の指定を受け、楕円形の都心づくりを進めている広島市の都心の枢要部内

にも位置している。 

   本通３丁目地区市街地再開発事業の計画地は、中近世以来の商業地に由来する本市随

一の商業・業務地区の一等地にあり、そこに建設される高層建築物は、完成後は市域を

代表するランドマークの一つとなるものと考えられるとともに、原爆ドーム及び平和記

念公園に隣接している地域内にあることから、平和記念公園を始めとする主要な眺望点

からの眺望との関係を整理しておくことも必要になると考える。 

   この度、当該再開発事業の環境影響評価がなされる機会をとらえ、適切な景観誘導を

行うため、環境影響評価準備書の段階で示される計画の内容に関して、当該地にふさわ

しい景観形成の観点から事業者に求めることについて、調査・検討を行うものである。 
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２ 調査・検討内容 

 

  令和５年１２月      広島市から広島市景観審議会に「本通３丁目地区市街地再

開発事業環境影響評価準備書の段階で示される景観に関して

景観形成の観点から求めること」について諮問。 

               令和５年度第１回広島市景観審議会開催 

  令和５年 １月      令和５年度第１回広島市景観審議会眺望景観検討部会開催 

  令和５年 ２月      令和５年度第２回広島市景観審議会眺望景観検討部会開催 

 

 ⑴ 検討の進め方（令和５年度第１回景観審議会） 

   議論の対象となる本通３丁目地区市街地再開発事業の事業計画地はＰ２－２のとおり

である。平和記念公園の東側で、中四国地方最大の業務・商業集積地「紙屋町・八丁堀

地区」の中心に位置している。 

   本事業は、広島市環境影響評価条例の対象事業で、現在、その手続を行っている段階

である。環境影響評価は大きく、実施計画書の手続、環境影響評価、準備書の手続、評

価書の手続に分けられる。このうち、実施計画書の手続きについては終わっており、現

在、事業者において実施計画書に基づき環境影響評価及び準備書の作成に取り掛かって

いる。 

   景観誘導の方法として、景観審議会の意見を取りまとめた上で、環境影響評価の手続

において、市長意見として示すこととした。 

   調査・検討の内容が「原爆ドーム及び平和記念公園周辺の眺望景観に関するもの」及

び「広島市内の他の眺望景観に関するもの」であることから、眺望景観検討部会で調査

及び検討することとした。 

   環境影響評価及び景観審議会の流れをＰ２－３に示す。 

 

 ⑵ 事業概要等の確認（令和５年度第１回部会） 

   本通３丁目地区市街地再開発事業実施計画書を基に事業概要等の確認を行った。 
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事業計画地 

事業計画地位置図 
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準備書（案） 
を中間報告 

●部会での審議 
内容を通知 

環境影響評価の「市長意
見」に、景観審議会の意見
を反映 

◆環境影響評価の流れ 

◆景観審議会（眺望景観検討部会） 

景観審議会（令和５年１２月） 

○ 諮問内容の確認 

○ 対応の進め方の確認 

○ 事業概要等の確認 

眺望景観検討部会（令和６年１月以降） 

〔準備書（案）について〕 

○ 各種計画及び基準等の確認 

  ○ 論点設定 

  ● 準備書（案）の内容確認 

  ● 準備書（案）への意見取りまとめ 

〔準備書について〕 

  ○ 公告された準備書の確認 

  ○ 公告された準備書への意見取りまとめ 

環境影響評価及び 

準備書（案）の作成 

（調査・予測・評価） 

評価書の手続 

評価書 

の作成 

公告 

縦覧 

景観審議会 

 ○ 部会の審議内容報告 

 ○ 答申 

R5.3.16 

R5.3.29～R5.5.12 

実施計画書の手続 

実施計画書 

の作成 

公告 

縦覧 

説明会 

市民 

意見 

市長 

意見 

環境影響評価 

審査会 

準備書の手続 

準備書 

の作成 

公告 

縦覧 

説明会 

市民 

意見 

市長 

意見 

環境影響評価 

審査会 

R5.6.16 R5.7.12 

環境影響評価及び景観審議会の流れ 
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 ⑶ 各種計画及び基準等の確認（令和５年度第１回部会） 

  ア 原爆ドーム及び平和記念公園周辺における景観施策の経緯 

  （ア）美観形成要綱による景観誘導 

     広島市は、昭和５６年３月に「広島市都市美計画」を策定し、良好な景観形成に

向けた施策展開を早くから進めて、平和記念公園及びその周辺の区域については、

平成７年９月の原爆ドームの世界遺産への推薦に当たり、「原爆ドーム及び平和記

念公園周辺建築物等美観形成要綱」（以下「美観形成要綱」）を制定して形態意匠の

基準を定め、世界遺産の周辺にふさわしい景観の形成に取り組んできた。 

     その後、原爆ドームに隣接した街区での高層マンション建設を契機とした景観意

識の高まりや、被爆６０周年を機に平成１８年３月に策定した「平和記念施設保

存・整備方針」の中で、平和記念公園周辺の民有地を含む空間整備の基本方針とし

て、「平和記念公園から見た原爆ドームの背景について、世界遺産にふさわしい景

観を誘導する」としたことを踏まえ、平成１８年１１月に、更なる景観誘導の充実

を図るため美観形成要綱を改正し、建築物等の高さ制限を設けた。 

     平成２０年には、景観誘導の実効性を高めるため、景観審議会での審議を経て、

景観法に基づく「原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区景観計画（素案）」を作成

して地元説明を行ったが、法的位置付けのある高さ制限への理解が得られず、平成

２１年７月には、議会において当該景観計画（素案）の白紙撤回を求める請願が採

択された。 

     このことを踏まえ、高さ制限については、平成２２年１２月に景観計画から一旦

除外し、当面、美観形成要綱で対応し、全市民的な議論を深めるなど、丁寧なプロ

セスを経ながら、地元理解の状況も踏まえ検討していくこととした。 

  （イ）景観計画による景観誘導 

    ａ 広島市景観計画の策定 

      平成２４年２月以降、原爆ドーム及び平和記念公園周辺での法的位置付けのあ

る高さ制限の導入も視野に、様々なテーマで毎年景観シンポジウムを開催し、建

物の形態や色彩、高さなどが調和したまちのあり様などについて、市民・事業

者・行政による議論を深めてきた。 

      こうした取組の中で、平和都市広島を象徴する都市軸の存在や意義、景観を議

論するときの視点場の大切さなど多くのことを学び、これらを踏まえた上で平成

２６年７月、景観形成の方針やルールなどを示した広島市景観計画を策定した。 

      広島市景観計画では、景観に関する基本的な方針や、形態・色彩の具体的な基

準を定めており、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区については、景観計画重

点地区として、特に厳しい基準を設けている。 

      なお、高さ制限については、美観形成要綱を引き継いだ「景観法に基づく届出  

等に係る事前協議に関する取扱要綱」により建築物等の高さの基準を設けて、良

好な景観の形成に取り組んできた。 

    ｂ 原爆ドームを望む眺望景観に係る取組 

      平成２９年１月、世界遺産原爆ドームを望む眺望景観のあり方をテーマに景観

シンポジウムを開催し、各都市における眺望景観の保全の取組や個人の財産権と

公共の福祉とのバランスの必要性などについて議論を深めるとともに、同年３月

には、被爆７０周年記念事業として、市民投票等により選定した広島らしい眺望

景観を広く発信するためのパンフレット「Viewtiful(ビューティフル)!ひろし

ま」を作成し、その中で原爆ドームを望む眺望景観が多くの市民から高い評価を

得ていることも確認できた。 

      また、平成２８年５月の米国大統領訪問などにより、この眺望景観が全世界に

発信され、これを未来永劫に大切にする必要性が国内外の多くの人々に改めて認

識された。 

  （ウ）南北軸線上の眺望景観の保全・形成、法的位置付けの付与 

    ａ 「原爆ドーム及び平和記念公園周辺の眺望景観のあり方」の策定 

      原爆ドーム及び平和記念公園周辺の眺望景観の重要性を踏まえ、この眺望景観

を一層望ましいものとして確実に保全・形成していくため、できるだけ早期に、

より実効性の高い景観誘導の枠組みを構築する必要があると考えた。その具体的

な検討に際しては、まずは当該眺望景観のあり方について、市民・事業者・行政

で広く共通認識を深める必要があることから、平成２９年３月の広島市景観審議

会への諮問等を経て、平成３１年１月に「原爆ドーム及び平和記念公園周辺の眺

望景観のあり方」（以下「あり方」）を策定した。 

      「あり方」では、「視点場」、「原爆ドームの背景として大切にすべき範囲」及

び「目指すべき姿」を「南北軸線上の眺望景観」に関して設定し、この範囲内に

おいては、建物などが何も見えない環境を目指すこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      この「目指すべき姿」を実現するための取組として、視点場からの距離に応じ

た高さ制限を導入することとし、強制力を持った法的位置付けを付与することと

した。具体的な高さ制限については、平和記念公園内の植栽計画を検討した上で、

南北軸線上の眺望景観 

の現況写真 

目指すべき姿 

（原爆ドームの背景に建築物等が何も見えない姿。 

植栽により一部の建築物等を遮蔽したもの。） 
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原爆ドーム（本体部分）の背景となる範囲と、植栽による遮蔽効果が見込める範

囲のそれぞれについて高さの基準を設定することとした。 

    ｂ 「南北軸線上の眺望景観の目指すべき姿を実現するための具体的方策」の策定 

      令和元年６月の広島市景観審議会への諮問等を経て、令和２年９月に策定した

「南北軸線上の眺望景観の目指すべき姿を実現するための具体的方策」（以下「具

体的方策」）では、高さの最高限度、高さを制限する範囲の幅や奥行き等を設定す

るとともに、規制手法は、「都市計画法」、「景観計画」及び「屋外広告物条例」に

よることとした。また、原爆ドームの背景となる阿武山の取扱いについては、阿

武山山頂付近が原爆ドームの左側直近部の背景となるため、原爆ドームの背景に

見えてくるものは建設・設置しないことを基本とした。 

    ｃ 広島市景観計画の改定等 

      「あり方」や「具体的方策」に基づき、景観計画の改定案等を取りまとめ、令   

和４年１月４日に、「広島市景観計画の改定」、「高度地区の決定による高さ制限の

導入」及び「阿武山の屋外広告物禁止地域への指定」を施工し、運用を開始して

いる。 

  （エ）その他の眺望景観（南北軸線上以外の眺望景観）について 

     前記の「あり方」において、原爆ドーム及び平和記念公園周辺の眺望景観のうち、

南北軸線上の眺望景観以外については、望ましい景観の方向性について市民や関係

者などとの共通認識が十分に持てていないのが現状であることから、共通認識を十

分に醸成した上で、今後の景観誘導策のあり方を検討することとしている。 

  イ 景観に関するルールの状況（原爆ドーム及び平和記念公園周辺） 

    本事業の計画地は、Ｐ２－６の図で示す位置であり、要綱による高さ基準のエリア

の外、景観計画の重点地区（原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｅ地区））及び一

般区域の中、南北軸線上の眺望景観対応のための高さ制限エリアの外となっている。 
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計画地の範囲： 

 

 

要綱による高さの基準の範囲（世界遺産バッファーゾーンのエリア＋旧球場跡地等： 

 

 

 

 

 

 

平成１８年１１月、「原爆ドーム及び平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱」に２０

ｍ～５０ｍの高さの基準を規定。（平成２７年１月に「景観法に基づく届出等に係る事前

協議に関する取扱要綱」に引き継いでいる。） 

 

（参考）世界遺産バッファーゾーンのエリア 

 

      旧市民球場跡地を除く 

 

 

 

 

景観計画重点地区（原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ａ～Ｅ地区））： 

 

景観計画に景観形成の方針及び形態意匠の基準（色彩含む）を規定 

 

ＡからＥ地区の区分 

   

平成２６年７月、「広島市景観計画」策定 

 

南北軸線上（北方向）の範囲： 

 

広島市景観計画及び都市計画（高度地区）による高さの制限を規定 

        

令和４年１月施行 

 

20ｍ 

25ｍ 

37.5ｍ 

50ｍ 

北棟 

南棟 

景観に関するルールの状況（原爆ドーム及び平和記念公園周辺） 
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  ウ 景観計画（原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区） 

    原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区は、原爆ドームのバッファーゾーンを中心に、

東は鯉城通りとその道路端から５０ｍ以内の区域、西は河岸から２番目の街区まで、

また、北はＮＴＴクレド基町ビルを含む街区までの区域を基本に、ＡからＥ地区に区

分している。 

    この地区全体の景観形成の方針として、「世界遺産である原爆ドームを含む平和記

念公園においては市民や国内外から広島を訪れる人々が、平和を祈り、平和を考え、

安らぎ、くつろぐごとができる環境を整えていく必要があります。また、その周辺地

区においては、世界遺産の周辺にふさわしい品格ある雰囲気と都市的なにぎわいとの

バランスがとれた都市空間を形成していく必要があります。」と定めている。 

    また、事業計画地が属するＥ地区の景観形成の方針として、「東側の区域は、低層階

においてにぎわいや楽しさを演出しつつ、都心の目抜き通りを中心とした商業・業務

地区にふさわしい街並み景観の形成を図るとともに、高層階については平和記念公園

からの見え方に配慮します。」と定めている。 

    基準の内容は、形態の基準と色彩の基準に大別され、形態の基準において、視点場

が示されている。Ｅ地区の視点場として、平和記念公園、平和大通り、相生通り、鯉

城通りなどが挙げられている。このうち、平和記念公園、平和大通りは特に重要な視

点場である。 

  

広島市景観計画（原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区）－抜粋－ 
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  エ 景観計画（一般区域） 

    一般区域の対象エリアは、１３地区ある景観計画重点地区を除く広島市内全域であ

る。 

    この地区全体の景観形成の方針として、「中国山地へとつながる山地や丘陵地、河口

部のデルタ及びそれを形づくる河川などの地形特性をはじめ、デルタ市街地やデルタ

周辺部、さらにその周辺の田園地域など、異なる景観の特性を持つ地域の特性に応じ

て、周辺の街並み等と調和した良好な景観を形成します。」と定めている。 

    また、デルタ市街地における景観形成の方針として、「生き生きとした地域の表情づ

くりを進めるとともに、水や緑に親しめる市街地景観を形成します。」と定めている。 

    基準の内容は、形態の基準と色彩の基準に大別され、形態の基準において、視点場

が示されている。一般区域の視点場として、公共の道路等の「通り」が挙げられてい

る。 

    一般区域のうち特徴ある景観を有する例示地区における地区の特性と景観づくりの

方向性についても定められており、都心商店街地区としては、「本通りや並木通り、じ

ぞう通り等の沿道やその周辺、紙屋町地下街には、商業機能が集積しており、さらな

る商業機能の充実や回遊性の向上を図り、にぎわいと活気のある都心にふさわしい景

観づくりを進める地区」と定められている。 

  

広島市景観計画（一般区域）－抜粋－ 
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  オ 景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱 

    「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱」では、建築物、工作物

等の美観形成の指針として定める基準（美観形成基準）が定められている。 

 

   （美観形成基準） 

   第２条 この要綱に基づく建築物、工作物、開発行為等、屋外広告物若しくは屋外広

告物を掲出する物件（以下「掲出物件」という。）又はサーチライト等の光の量が多

い屋外照明設備（以下「サーチライト等」という。）の美観形成の指針として定める

基準（以下「美観形成基準」という。）は次のとおりとする。 

    ⑴ 建築物、工作物及び開発行為等にあっては、広島市景観計画（平成２６年広島

市告示第３８６号）における景観計画重点地区（以下「景観計画重点地区」という。）

又は同計画における一般区域（以下「一般区域」という。） 

ごとに定める景観形成の方針、形態意匠の基準、高さの最高限度の基準及び良好な

景観の形成のための基準並びに別図第１又は第２に定める高さの基準（景観計画重

点地区のうち、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｂ地区及びＣ地区に限る。）

及び縮景園周辺地区に限る。以下これらの地区を「本要綱による高さの基準を有す

る地区」という。） 

      以下 略 

 

 



2-14 

 

  カ 広島市都市計画マスタープラン 

    広島市都市計画マスタープランは、人口減少・超高齢化の進行、地球環境問題の深

刻化など、都市を取り巻く社会経済情勢が厳しさを増している中、本市が将来にわた

って魅力あふれる「まち」であり続けるよう、長期的な視点に立った都市づくりの目

標やその実現に向けた方向性を明らかにし、都市づくりの総合的な指針として活用す

ることを目的としている。 

    市街地の無秩序な拡大を抑制し、公共交通にアクセスしやすい場所に居住機能、生

活サービス機能などを集積する「集約型都市構造」への転換をめざしている。 

    集約型都市構造の構成は、「都心」、「拠点地区」、「交通体系」、「都市軸」であり、「都

心」については、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心の東西の核と位置付け、

都市機能の集積・強化を図り、これらが相互に刺激し高め合う「楕円形の都心づくり」

と進めることとしている。 

    市街地整備の方針としては、既成市街地の中で、都市機能の更新、防災化、高齢者・

子育て世帯の居住ニーズへの対応などのため、土地の高度利用を図る必要がある地区

では、計画的に再開発・再整備を進めるとしている。また、都心の求心力を高めるた

め、広島駅周辺地区、紙屋町・八丁堀地区を中心に都市基盤の再整備や都市機能の集

積などを図り、両者が相互に刺激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めることと

している。 

  

広島市都市計画マスタープラン（概要版）－抜粋－ 
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  キ ひろしま都心活性化プラン 

    ひろしま都心活性化プランは、都心のまちづくりの方向性として、都心の将来像・

目指すべき姿及び具体的な施策を示した計画であり、「広島市基本構想」及び「広島市

都市計画マスタープラン」を上位計画とする部門計画である。 

    基本方針の一つに、「都心にふさわしく広島の顔となる空間づくり」が挙げられ、都

心の活力とにぎわいを生み出す空間となるため、広島駅周辺地区及び紙屋町・八丁堀

地区を中心に、建築物の建替えを促進するとともに、都心にふさわしいにぎわいあふ

れる空間の創出を図ることとしている。 

    都心空間のリニューアルによる高次都市機能の充実・強化のため、商業・ビジネス・

文化芸術等の高次都市機能の一層の集積を図ること、民間活力を活用した都心空間の

リニューアルを進めること、地域の多様性を生かしながら、良好な景観の形成を図る

ことが挙げられている。 

    広島市の都心が「誰もが集える、にぎわいと交流の都心」になるため、広島の都市

のイメージとして定着している「平和」など、地域の特性をテーマとして、都心を６

つのゾーンに区分し、各ゾーンの目指す将来イメージを描いている。 

    本事業計画地は、中四国地方最大の業務・商業ゾーンに区分され、業務・商業機能

が充実・強化されるとともに、広島の顔となる風格ある街並みが形成され、にぎわい

と交流が生まれる将来イメージが描かれている。 

  

ひろしま都心活性化プラン（概要版）－抜粋－ 



2-17 

 

 



2-18 

 

  ク 広島都心地域における都市再生緊急整備地域／特定都市再生緊急整備地域の概要 

  （ア）都市再生緊急整備地域／特定都市再生緊急整備地域とは 

     都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて

緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、都市再生特別措置法に基

づき、国が政令で定める地域である。 

     また、特定都市再生緊急整備地域とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発

事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進するこ

とが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として都市再生特別措置法

に基づき、国が政令で定める地域である。 

     広島市では、平成１５年に広島駅周辺地区、平成３０年に紙屋町・八丁堀地区が

都市再生緊急整備地域に指定されていたが、令和２年９月に両地区を「広島都心地

域」に統合した上で、新たに、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定された。 

     なお、本事業の計画地は、紙屋町・八丁堀地区（特定都市再生緊急整備地域）内

にある。 

    <参考> 

     都市の再生とは、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済

情勢の変化が我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これ

らの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図ること

である。 

  

事業計画地 

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の区域図 
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  （イ）地域指定のメリット 

    ａ 都市再生特別地区 

      都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な

高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要

があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めるこ

とができる。 

      都市再生特別地区では、既定の用途地域等による用途規制、容積率制限、斜線

制限、日影規制等を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることが可能

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ｂ 道路の上空利用のための規制緩和 

      都市再生特別地区に関する都市計画には、都市の再生に貢献し、土地の合理的

かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築

又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、

建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。 

      このため、都市再生特別地区では、道路の付け替え、廃道を行わず、道路上空

に建築物を建てることが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ウ）地域整備方針 

     紙屋町・八丁堀地区は整備の目標として、「平和を象徴する世界遺産・原爆ドーム、

平和記念公園に連なる平和大通り及び河岸緑地の豊かな水と緑に囲まれるとともに、

中四国地方最大の業務・商業集積地である地域特性を生かして、更新時期を迎える

建築物の建替えに合わせた敷地の共同化、土地の高度利用及び業務・商業・文化・

宿泊等の都市機能の充実・強化等により、国際平和文化都市の都心にふさわしいに

ぎわいと交流、さらに革新性が高いビジネス機会を生み出すまちづくりを推進」を

掲げている。 

     また、緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項として、「原爆ドー

ムのバッファーゾーン等の建築物については、広島市景観計画に基づく世界遺産の

周辺にふさわしい形態意匠にするとともに、「景観法に基づく届出等に係る事前協議

に関する取扱要綱」（見直しがあった場合は、その見直し内容を含む）に定める高さ

基準を遵守した都市開発事業を誘導」と示されている。 

本市における適用事例（広島駅周辺地区） 

適用事例（大阪市） 
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広島都心地域における地域整備方針 

※「広島都心地域における都市再生緊急整備地域／特定都市再生緊急整備地域の概要」から抜粋 
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 ⑷ 本通３丁目市街地再開発事業の景観に関する論点の整理等について（令和５年度第１

回部会） 

  ア 論点の整理について 

    広島市の景観計画では、景観の定義において、見え方・感じ方に影響する主な要因

として、物理的なもの、心理的なもの、自然的なものを挙げた上で、景観形成の方針

と形態意匠の基準を定めている。 

    同基準では、建築物については、形態（立地、配置、高さ、材質、緑化、広告物な

どを含む）及び色彩が景観の重要な要素となることとともに、眺望景観の観点から適

切な眺望点（視点場）の設定も重要であることが明示されている。 

    議論を進めるに当たって、次の（ア）、（イ）、（ウ）のとおり論点を整理した。論点

に係る主な意見は以下のとおり。 

  （ア）形態及び色彩について 

    ａ 計画地が景観計画での「原爆ドーム・平和記念公園周辺地区」と「一般地区」

にまたがっており、それぞれの地区の基準を適用するのではなく、いずれかの基

準を全体に適用するよう整理して議論する。 

    ｂ 形態を考える上ではプロポーションが大切である。 

      市域内には優れた対の造形があり、高層部分の２棟によるツインタワーの形を、

先例と同様の優れた対のデザインになるようどのように求めていくのかを議論す

る。（対の造形例： 平和大橋と西平和大橋 比治山の現代美術館と放射能影響研

究所施設 西風新都の旧選手村住宅 広島駅南口のビッグフロントとエキシティ

など） 

    ｃ ツインタワーの形が、マッシブ（巨大）でない、ほっそりとしたプロポーショ

ンに生かされるなら高く評価できる。 

    ｄ 「慰霊・鎮魂の風景」と「にぎわいの風景」の両方が大切であるところ、慰霊・

鎮魂の風景は確立されているが、広島のにぎわいの風景とはどのようなものがよ

いのか議論する。 

    ｅ 夕景、夜景における見え方、建物自体の内部照明の見え方も重要なこととして

議論する。 

    ｆ 植栽も重要なこととして議論する。植栽は、特に近景において果たす役割が期

待できる。 

  （イ）眺望点（視点場）の設定について 

    ａ 視点場に優先順を設けて検討する。 

      大切な視点場は原爆死没者慰霊碑の前、平和記念資料館ピロティ、それらを結 

ぶシークエンス及び相生橋南詰と考える。それらからは、原爆死没者慰霊碑・原

爆ドームと再開発ビルの両方が同時に視野に入るからである。その際に、「慰霊」

と「復興・にぎわい」の両立が感じられる必要がある。 

      原爆死没者慰霊碑の前、平和記念資料館ピロティ、それらを結ぶシークエンス

からは、南北軸方向は慰霊を、東側方向は復興を感じられるものとして考えられ

る。 

      東側方向については、平和記念公園内の樹木や元安川という二つの緩衝体があ

るのだから、高さやデザイン、色彩に過度に神経質にならなくてよいと考える。 

      相生橋南詰からは、原爆ドームと重なって見えることから、デザイン、色彩に

ついて議論する。 

    ｂ 視点場という概念が市民にとってなじみのあるものとは言えないため、視点場

の設定は分かりやすく市民と共有しやすいものとする。 

      中工場は、映画を契機に内外からの来訪者がある場であり、また、建築を通し

てまちを理解できる優れた場であるから、視点場として設定する。 

    ｃ 景観計画において低層階でのにぎわいを求めており、本通に近い視点場を設け

て議論する。 

  （ウ）その他について 

    ａ このビルから見る景観という新しい景観と新しい視点場ができる。 

    ｂ このビルから平和記念公園、ゲートパーク、サッカースタジアム前の広場など

も見えるであろう。それらの夜間景観の計画も必要になる。 

    ｃ 利用者やビルを見る人に計画についてどれくらい知ってもらえるか、良い関係

が作れるか、愛着を持ってもらえるかが、良い景観が作れるかにつながる。今後、

市民との関係作りを求めたい。 

    ｄ 計画地は本通の上であり、他のビルに比べて公共的な空間が多く設けられるで

あろう。その公共的な空間への市民の集まり方、往来の仕方が景観に関係する。 

  イ 議論の進め方 

    事業者において、評価書の作成に向けて準備書（案）及び準備書の作成手続に入る

ことになるが、その際には、実施計画書の内容を踏まえつつ、フォトモンタージュや、

景観への配慮方針などと照らし合わせながら、現地視察も行った上で確認・議論を行

い、結論を得ることになる。 

    また、議論に当たっては、計画地が原爆ドーム及び平和記念公園に隣接している地

域内にあることから、平和記念公園を始めとする主要な眺望点（視点場）からの眺望

との関係を整理しておく必要があるが、建設される高層建築物は、中近世以来の商業

地に由来する広島市随一の商業・業務地区の一等地に建設されることになるものであ

り、完成後は市域を代表するランドマークの一つになりうるものであることに留意す

ることとした。 
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 ⑸ 「眺望点（視点場）の設定について」の考察（令和５年度第２回部会） 

  ア 考え方 

    眺望点（視点場）は、眺望景観への影響を把握するために適切であり、かつ、市民

にとって分かりやすく共有しやすい箇所として、次のものを設定することとする。 

    特に、①によるものは、これまで議論が尽くされて設定されたものであり、優先的

に扱うものとする。 

   ①－１ 広島市景観計画において設定されている箇所 

   ①－２ 「原爆ドーム及び平和記念公園周辺の眺望景観のあり方」において設定され

ている箇所 

   ② ①以外で、計画地近傍やデルタ内で計画建物を望むことができ、多数の人が集ま

る又は往来する箇所 

  イ 眺望点（視点場） 

    ⑸ア①によるもの（景観計画及び「あり方」において設定されている箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑸ア②によるもの（ア①以外で、計画地近傍やデルタ内で計画建物を望むことがで

き、多数の人が集まる又は往来する箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（参考）上表のうち、＊印は、環境影響評価の実施計画書及び準備書（案）におい

ても眺望点（視点場）とされているものである。＊印の後の数字は、準備書（案）

の眺望点の符号を表す。 

  

符号 名称 備考 

ａ 平和記念資料館本館北側＊№７ １階ピロティ北側地点 

ｂ－１ 原爆死没者慰霊碑前＊№５ 公式名は「広島平和都市記念碑」 

ｂ－２ 原爆死没者慰霊碑前 原爆死没者慰霊碑側面の上方にツ

インタワーが重なって見える地点 

ｃ 元安川右岸＊№２ 元安橋と平和大橋の概ね中間の地

点 

ｄ 元安橋＊№３  

ｅ 原爆ドーム正面 元安川右岸で原爆ドーム西側正面

を望む地点 

ｆ－１ 相生橋＊№９ Ｔ字型南詰地点 

ｆ－２ 相生橋 原爆ドームの円蓋部の上方にツイ

ンタワーが重なって見える地点 

ｇ 平和大橋＊№６  

ｈ 平和大通り＊№４ 鯉城通りとの交差地点 

ｉ 本通交差点 鯉城通りと本通商店街の交差地点 

ｊ 紙屋町交差点＊№１  

符号 名称 備考 

ｋ 中工場 ６階展望デッキ 

ｌ 比治山公園（エントランス広場）＊№１４  

ｍ 八丁堀交差点＊№８  

ｎ 広島駅付近（遊歩道）＊№１３ 猿猴川左岸河岸緑地エールエール

前の地点 

ｏ ひろしまゲートパーク＊№１０  

ｐ 縮景園（悠々亭）＊№１２  

ｑ 広島城（天守閣）＊№１１  

ｒ 二葉山平和塔＊№１５ 通称仏舎利塔 

ｓ 竜王公園＊№１６  

ｔ 本通内部 計画建物と平和記念公園方面を望

む地点 
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  ウ 環境影響評価実施計画書及び準備書（案）における視点場 

    環境影響評価実施計画書及び準備書（案）で示された視点場は、景観計画やあり方

において設定した視点場を含み、主に平和記念公園内から選定されており、元安橋や

平和大橋のように主要な動線の一つであり、多くの人が計画建物を目にする地点、対

岸から計画建物を望む地点も選定されている。その他、計画地あるいは計画建築物が

容易に見渡せると予想される場所、眺望が良い場所、不特定多数の人の利用度や滞留

度が高い場所が選定されている。 

    これらは前述の①－１、①－２、②の観点からも概ね妥当である。 

    ただし、ｅ：原爆ドーム正面（「あり方」で設定した視点場）、ｉ：本通交差点（近

景の視点場）、ｋ：中工場（視点場として共有しやすく市街地を一望できる視点場）、

ｔ：本通内部（計画建物と平和記念公園方面を望む視点場）については追加が必要で

ある。 

    また、ｂ：原爆死没者慰霊碑前については、原爆死没者慰霊碑側面の上方にツイン

タワーが重なって見える視点場を、ｆ：相生橋の視点場については、原爆ドームの円

蓋部の上方にツインタワーが重なって見える視点場の追加が必要である。 

 

 

Ｎ 

ｓ:竜王公園 

ｑ:広島城（天守閣）

ｏ:ひろしまゲートパーク 

ｋ:中工場 

ｌ:比治山公園（エントランス広場）

ｎ:広島駅付近（遊歩道） 

ｒ:二葉山平和塔

ｐ:縮景園（悠々亭）

ｍ:八丁堀交差点 

ｊ:紙屋町交差点

ｉ:本通交差点

ｃ:元安川右岸 

ｈ:平和大通り

ｆ－１・ｆ－２:相生橋

ｅ:原爆ドーム正面 

ｄ:元安橋

ｂ－１・ｂ－２:原爆死没者慰霊碑前

ａ:平和記念資料館本館北側

事業計画地

ｇ:平和大橋 

眺望点（視点場）の位置図 

ｔ:本通内部 
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 ⑹ 「形態及び色彩について」の考察（令和５年度第２回部会） 

  ア 各眺望点において共通の事項 

    準備書（案）時点での計画は、具体的な色彩、材料及び細部の意匠が示されておら

ず、その詳細は、今後とも段階を追って定まっていく。 

    そのため、準備書（案）、準備書の段階及びその後の段階において、詳細を定めてい

くに当たっての各眺望点（視点場）における共通の事項を次のとおり示す。 

  （ア）景観計画の基準の遵守と同計画の景観形成の方針に沿うとともに、原爆ドームの

視認性の確保など、形態及び色彩に特に留意する必要がある。 

  （イ）計画地は景観計画の「原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｅ地区）」及び「一

般区域」にまたがっており、その中で一体の建物として形態及び色彩を適切に計画

するためには、高層部、低層部共に計画地全体が「原爆ドーム及び平和記念公園周

辺地区（Ｅ地区）」内にあるものとみなすことが望ましい。 

  （ウ）市域内には優れた対の造形があり、計画建物の高層部分に２棟によるツインタワ

ーの形が、先例と同様の優れた対のデザインとなるよう、コンセプト及びプロポー

ションなどの造形を検討する必要がある。 

  （エ）夕景、夜景における見え方を検討する必要がある。その際、計画建物自体の内部

照明のデザインを併せて検討することが望ましい。 

  （オ）建物緑化や植栽は、特に近景において景観上果たす役割やその効果が大きいこと

から、検討をする必要がある。 

  イ 眺望点（視点場）別の事項 

    フォトモンタージュ及び景観計画における景観形成の方針と照らし合わせながら評

価するものとする。 

    なお、フォトモンタージュは広画角の写真（水平視野角約６５度、レンズ焦点距離

２８ミリメートル）を用いて作成されている。人間の視野角は、視対象への注目度合

い・意識によって狭まるため、重要な箇所（ａ～ｆの眺望点（視点場））については、

現地において実際の見え方の確認を行い評価した。 

  （ア）南北軸方向と計画建物を望む眺望点（視点場） 

    ａ：平和記念資料館本館北側 

    ｂ：原爆死没者慰霊碑前 

    ｃ：元安川右岸 

    ｄ：元安橋 

    ｇ：平和大橋 

    これらの眺望点（視点場）からは、計画建物といわゆる南北軸線上の原爆死没者慰

霊碑及び原爆ドームの両方が見える。 

    景観計画では、平和記念公園（原爆ドームを含む。）の周辺の建物については、南北

軸線北側に限られた範囲を除いては、高さ規制をすることを前提としておらず、南北

軸線に沿って視点を移しながら計画建物側を見てみると、都心部の更新を象徴する高

層建物に囲まれ、それらの一つとして平和記念公園や元安川越しのパノラマ的な景観

を形成している。 

    また、慰霊と鎮魂を象徴する景観としての位置付けが確立している南北軸線北側と

対比させながら、計画建物側の都心中心部の復興・にぎわいと同時に眺望することが

できる象徴的な場所であるということができる。 

    したがって、景観計画に則した色彩や材料などに関する工夫が行われるならば、今

後の都心部の更新を象徴し、世界遺産の周辺地区にふさわしい品格ある雰囲気と都市

的なにぎわいのバランスがとれたものとなり得る。 
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ａ：平和記念資料館本館北側（準備書（案）№７） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｂ－１：原爆死没者慰霊碑前（準備書（案）№５） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｂ－２：原爆死没者慰霊碑前 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真は広島市が撮影したもの。 

ｃ：元安川右岸（準備書（案）№２） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｄ：元安橋（準備書（案）№３） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｇ：平和大橋（準備書（案）№６） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。  
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  （イ）原爆ドームの背後に計画建物を望む眺望点（視点場） 

    ｅ：原爆ドーム正面 

    ｆ：相生橋 

     これらの眺望点（視点場）からは、元安川の対岸に原爆ドームとその後ろに計画

建物が重なって見える。 

     それは、廃墟のまま保存され被爆の惨禍を伝える原爆ドームの背後に、復興を遂

げた都心部の街並みが控える景観である。原爆ドームを囲むように建つ周辺の高層

建物が、今後の更新において、原爆ドームの存在感や視認性を確保されるよう計画、

整備されることにより、復興とにぎわいを表しながら、原爆ドームの背景として一

層ふさわしい建物群からなる景観を形成していくこととなるものである。 

     計画建物は、原爆ドームと一定の距離が保たれていることで、原爆ドームへの圧

迫感はない。色彩や材料などに関して景観計画に則して十分な工夫が行われるなら、

世界遺産の周辺地区にふさわしい品格ある雰囲気があるものとなり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ：原爆ドーム正面 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、広島市が撮影及び作成したもの。 
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ｆ－１：相生橋（準備書（案）№９） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｆ－２：相生橋 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真は広島市が撮影したもの。  
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  （ウ）その他の眺望点（視点場）近景及び遠景 

    ｈ：平和大通り 

    ｉ：本通交差点 

    ｊ：紙屋町交差点 

    ｋ：中工場 

    ｌ：比治山公園（エントランス広場） 

    ｍ：八丁堀交差点 

    ｎ：広島駅付近（遊歩道） 

    ｏ：ひろしまゲートパーク 

    ｐ：縮景園（悠々亭） 

    ｑ：広島城（天守閣） 

    ｒ：二葉山平和塔 

    ｓ：竜王公園 

     これらの眺望点（視点場）からは、原爆ドーム及び平和記念公園を視野に含まな

いことから、全体として復興とにぎわいを象徴する景観としてとらえることができ

る。 

     したがって、都市的なにぎわいを象徴するものとした上で、景観計画に則した色

彩や材料などに関する工夫を行うことにより、品格ある雰囲気があるものとなり得

る。 

     なお、一部の視点場（ｐ、ｒ）からは、フォトモンタージュによる検討の結果、

計画建物が見えないとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ：平和大通り（準備書（案）№４） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｉ：本通交差点 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真は広島市が撮影したもの。 

ｊ：紙屋町交差点（準備書（案）№１） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｋ：中工場 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真は広島市が撮影したもの。 

ｌ：比治山公園（エントランス広場）（準備書（案）№１４） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｍ：八丁堀交差点（準備書（案）№８） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｎ：広島駅付近（遊歩道）（準備書（案）№１３） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｏ：ひろしまゲートパーク（準備書（案）№１０） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｐ：縮景園（悠々亭）（準備書（案）№１２） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｑ：広島城（天守閣）（準備書（案）№１１） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｒ：二葉山平和塔（準備書（案）№１５） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 
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ｓ：竜王公園（準備書（案）№１６） 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真及びフォトモンタージュ画像は、本通３丁目地区市街地再開発準備組合から提供を受けたもの。 

ｔ：本通内部 

現況 

 

フォトモンタージュ 

 

※現況写真は広島市が撮影したもの。  
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  ウ 立地や高さについて 

    市では楕円形の都心づくりを進めており、国から都市再生緊急整備地域や特定都市

再生緊急整備地域の指定を受けている都心部は、高度利用・高密度利用のための高層

化の促進を前提に更新を図っている。 

    しかし、都心部であっても世界遺産の周辺にふさわしい形態を保持すべきものとし

て明確にできる範囲については、景観の観点から制約を設けることとし、それらの周

辺部においては、これまで景観計画で定めてきた色彩の工夫や建物頂部のデザインの

工夫などの制約をすることにより、平和記念都市としての復興の象徴地域と位置付け

られると考える。 

    また、世界遺産の周辺にふさわしい形態を保持すべきものとして明確にできる範囲

は、今後とも検討すべきバッファーゾーンのエリアのあり方に左右されるものになる

が、原爆ドームの東側については、少なくともこの度の計画地より西側のエリア内で

あって、バッファーゾーンと必要があればその極背後地を加えた範囲に設定すること

により、平和記念公園内からの距離を適切に保てるものとすることが考えられる。な

お、その際、平和記念資料館本館北側の眺望点（視点場）からの距離が約３３０メー

トルあるＮＨＫ広島放送センタービルがランドマークになっているといったことを考

慮するものとする。 

    計画地は既定の高さ制限を受けるエリアではなく、前述のとおり、平和記念都市と

しての復興の象徴地域といえ、景観の観点からの高さの制限は不要と考える。フォト

モンタージュや現地確認によっても、同様に考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑺ 「その他について」の考察（令和５年度第２回部会） 

  ア ハード面に関する事項 

    計画地は本通りの上に当たり、他の建物に比べて公共的な空間が多く設けられるこ

とが想定されることから、そうした公共的な空間への利用者の集まり方、往来の仕方

及び動線とデザインの関連について検討が必要である。 

    計画建物による反射光については、原爆ドーム・平和記念公園側への影響、周辺地

域への影響及びツインタワー相互への影響が懸念されることから、それぞれについて

検討が必要である。原爆ドーム及び原爆死没者慰霊碑と重なって見える場合の対策に

ついて検討が必要である。 

    計画建物は新たな視点場となり得ることから、当該視点場の公益的な性格を意識し

て計画することが望ましい。 

  イ ソフト面に関する事項 

    利用者や計画建物を見る人に、計画についてどれくらい認知してもらえるかや良い

関係が作れるか、愛着を持ってもらえるかが、いかに良い景観を作ることができるか

につながることから、今後の市民との関係作りに取り組むことが望ましい。 

  ウ 景観行政に関する事項 

    計画建物が新たな視点場となり得ることから、市において、平和記念公園やひろし

まゲートパーク、サッカースタジアムとスタジアム前広場などの夜間景観の計画を検

討することが望ましい。 
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３ 景観形成の観点から求めることについて（まとめ） 

 

  準備書（案）に示された予測結果及び環境保全措置は概ね妥当なものと考えられる。 

  ただし、準備書（案）の環境保全措置の内容にも示されているとおり、形態・意匠等の

計画は現時点で具体的にはされていないことから、準備書（案）の段階では、本計画が

「景観形成の方針等との整合が図られている」と結論付けることは難しい。 

  そのため、次のとおり評価の表現の一部を修正すべきである。 

  「したがって、環境保全措置のとおり計画され、事後調査によりそれらの内容が確認さ

れることにより、環境への影響が実行可能な範囲でできる限り回避又は低減され、景観形

成の方針等との整合が図られると評価する。」 

  また、準備書（案）、準備書の段階及びその後の段階において、詳細を定めていくに当た

って、次のことを求める。計画建物に関する対応は、「景観法に基づく届出等に係る事前協

議に関する取扱要綱」に基づく事前協議までに行うものとする。 

 

 ⑴ 眺望点（視点場）の設定について 

   準備書（案）で想定した眺望点（視点場）に含まれない次の箇所からの景観について

も検討を行うこと。 

  ｅ:原爆ドーム正面 

  ｉ：本通交差点 

  ｋ：中工場 

  ｔ：本通内部 

   また、ｂ：原爆死没者慰霊碑前については、原爆死没者慰霊碑側面の上方にツインタ

ワーが重なって見える視点場を、ｆ：相生橋の視点場については、原爆ドームの円蓋部

の上方にツインタワーが重なって見える視点場の追加が必要である。 

 

 ⑵ 形態及び色彩について 

  ア 景観計画の基準の遵守及び同計画の景観形成の方針に沿うとともに、原爆ドームの

視認性の確保など、形態及び色彩に特に留意すること。 

  イ 計画地は、景観計画の「原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｅ地区）」及び「一

般区域」にまたがっており、その中で一体の建物として形態及び色彩を適切に計画する

ためには、高層部、低層部共に計画地全体が「原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｅ

地区）」内にあるものとみなすことが望ましい。 

  ウ 市域内には優れた対の造形があり、計画建物の高層部分の２棟によるツインタワーの

形が、先例と同様の優れた対のデザインとなるよう、コンセプト及びプロポーションな

どの造形を検討すること。 

  エ 夕景、夜景における見え方を検討すること。その際、計画建物自体の内部照明のデザ

インを併せて検討することが望ましい。 

  オ 建物緑化や植栽は、特に近景において景観上果たす役割やその効果が大きいことから、

検討をすること。 

 

 

 

 ⑶ その他について 

  ア 計画地は本通りの上に当たり、他の建物に比べて公共的な空間が多く設けられること

が想定されることから、そうした公共的な空間への利用者の集まり方、往来の仕方及び

動線とデザインの関連について検討すること。 

  イ 計画建物による反射光については、原爆ドーム・平和記念公園側への影響、周辺地域

への影響及びツインタワー相互への影響が懸念されることから、それぞれについて検討

すること。原爆ドーム及び原爆死没者慰霊碑と重なって見える場合の対策について検討

すること。 

  ウ 計画建物は新たな視点場となり得ることから、当該視点場の公益的な性格を意識して

計画することが望ましい。 

  エ 利用者や計画建物を見る人に、計画についてどれくらい認知してもらえるかや良い関

係が作れるか、愛着を持ってもらえるかが、いかに良い景観を作ることができるかにつ

ながることから、今後の市民との関係作りに取り組むことが望ましい。 

  オ 計画建物が新たな視点場となり得ることから、市において、平和記念公園やひろしま

ゲートパーク、サッカースタジアムとスタジアム前広場などの夜間景観の計画を検討す

ることが望ましい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問理由 

 

 世界遺産である「原爆ドーム」は、被爆の惨禍を伝える歴史の証人として、平和のメッセ

ージを後世に伝える重要な役割を担っており、「原爆ドーム」を含む「平和記念公園」は、原

爆犠牲者を慰霊し、鎮魂する場であるとともに、核兵器廃絶と世界恒久平和を祈念する場、

被爆の惨禍を後世に伝える場、平和を学び・考え・語り合う場、人々が集い、憩う場として

の役割を有しています。 

  

 こうした役割を有している「原爆ドーム」及び「平和記念公園」の周辺における景観形成

のあり方は、広島市が平和のメッセージを全世界に発信し続けていくための重要課題です。 

  

 そのため、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区については、景観に関する基本的な方針

や、形態・色彩の具体的な基準を定めている、広島市景観計画において、平和記念資料館本

館下から原爆死没者慰霊碑越しに原爆ドームを望む「南北軸線上の眺望景観」を形成するこ

とを中心に据えた上で、原爆ドームの背景に建築物等の眺望景観を阻害するものが何も見え

ないような環境を「目指すべき姿」として、特に厳しい基準を設けています。 

 令和４年１月４日からは、その実現のために、実効性の高い景観誘導の枠組み（景観計画

及び高度地区による高さ制限等）を構築し、運用を開始しています。 

 

 また、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区のうち元安川左岸側は、中四国地方の中枢都

市として都市機能の集積強化を図るために、国から都市再生緊急整備地域や特定都市再生緊

急整備地域の指定を受け、楕円形の都心づくりを進めている広島市の都心の枢要部内にも位

置しています。 

 

 本通３丁目地区市街地再開発事業の計画地は、中近世以来の商業地に由来する本市随一の

商業・業務地区の一等地にあり、そこに建設される高層建築物は、完成後は市域を代表する

ランドマークの一つとなるものと考えられるとともに、原爆ドーム及び平和記念公園に隣接

している地域内にあることから、平和記念公園を始めとする主要な眺望点からの眺望との関

係を整理しておくことも必要になると考えられます。 

 

 この度、当該再開発事業の環境影響評価がなされる機会をとらえ、適切な景観誘導を行い

たく、環境影響評価準備書の段階で示される計画の内容に関して、当該地にふさわしい景観

形成の観点から事業者に求めることについて、貴審議会に諮問するものです。 
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